
Ｒ７年度 伏見中学校 部活動規約

Ⅰ．設置目的
  部活動の目的は、本校の教育目標にふまえ、生徒の自主性・積極性・協調性を育て、学校生活を
より充実にしたものにし、さらに心身ともに健全な人間形成を助長することを目的として設置する。

Ⅱ．部の設置及び新設・廃止
1 部活動の顧問は、全員顧問制とする。
    【本校に設置されている部】
      体育系（10）→ラグビー、サッカー、陸上競技、軟式野球、男子バスケットボール、
女子バスケットボール、男子バレーボール、女子バレーボール、卓球、相撲
      文化系（６）→吹奏楽、美術、ハンドメイキング、創作・園芸、伝統文化、放送　
　　　その他　　　→９組クラブ

2 部の新設については、顧問となる教員がいて、施設面での活動が可能である時に、年度当初の
職員会議で審議され、承認される。

3 部の廃止については、施設面で活動が不可能になった場合、また顧問が活動を円滑に行うことが
できないと判断した部員数になった場合は、職員会議を開き休廃部を検討し、決定する。

Ⅲ．活動日及び活動時間
1 活動は原則として、下記を除く通年とする。
      ア．入学式前日、入学式当日、卒業式前日、卒業式当日、校外学習日、体育の部前日
　　　　　伏中祭当日(体育の部・合唱の部)、３年生面接練習日
      イ．定期考査1週間前から終了日
　　  ウ．その他、特に職員会議などで急遽、決定されたとき
※ただし、顧問が直接指導し、公式戦、公式コンクール、またはそれに準ずる大会
（中体連、協会主催）等の１週間前に該当する場合の日程に限り、校内での1時間以内の
活動を認める。その際は部活動係を通して、管理職の許可を得ること。
     ※上記の大会に当てはまらない場合でやむを得ず活動を行う場合も部活動係を通して、管理職の
許可を得ること。


2 土日祝日に活動する場合は、金曜日の朝までに前方ホワイトボード左下隅に記入すること。
　　 ※各部の活動を記入（校外活動届提出のチェック含む）









3 活動時間は次に定める時間とする。
	活動終了時刻
	完全下校時刻
	大会前延長

	１６：４０
	１６：５５
	１７：３０
※１


平日の活動時間は完全下校の１６：５５までとする。なお午前中授業等の場合は各部で2時間
程度の活動時間を設定すること。
　　※１　公式戦、公式コンクール、またはそれに準ずる大会（中体連、協会主催）等がある場合、
その１週間前から前日まで、部活動の延長を３０分程度認めるが完全下校は１７：３０
とする。（最大週３日まで）
ただし、顧問が直接指導する場合に限りとし、実施の前日までに保護者・他の教職員の
理解を求めるものとする。（年度当初に延長申請している部活動に限る）
  　※２　体育系部活動の公式戦とは、中体連、協会主催の大会を基本とする。
　　※３　令和７年度より朝練習は行わない。
　
4 平日１日、休日１日を休みとする月ごとの活動計画を保護者に知らせるとともに、職員室前
ホワイトボード左側に月予定表（保護者配布プリント）を掲示する。
日曜日に公式戦、公式コンクール、またはそれに準ずる大会（中体連、協会主催）等がある場合
のみ土曜、日曜両日の活動を認める。ただし、必ず翌週の平日休養日に加えて、翌月曜日も
休養日とする。
（例）
	[bookmark: _Hlk161925204]日　休養日
	月　部活
	火　部活
	水　部活
	木　休養日
	金　部活
	土　部活

	日　大会
	月　部活
　　休養日
	火　部活
	水　部活
	木　休養日
	金　部活
	土　部活


※従来の予定で、月曜日を休養日にしている場合は、別日の平日を休養日に加える。
※休日の活動時間は完全下校の１６：５５まで３時間程度とする。

※月曜日が祝日の３連休は原則土日のどちらかを休養日とする。
　（例）
	〇
	土　部活
	日　休養日
	祝月　部活

	〇
	土　休養日
	日　部活
	祝月　部活

	×
	土　部活
	日　部活
	祝月　
休養日


※要相談

5 休業中の平日の活動時間は９：００から完全下校の１６：５５まで３時間程度とする。また、
生徒の登校は８：４０以降に登校とする。熱中症予防の観点から夏季休業中に関しては
８：００からの活動を認める。ただし、顧問が直接指導する場合に限りとし、実施の前日までに保護者・他の教職員の理解を求めるものとする。また、校舎の解錠等についても顧問が責任を持って行うものとする。
6 平日の木曜日を原則、休養日とする。(放課後大会前延長も含む)
　　 ※ただし、部活動活動場所の割り当ての都合など、活動が必要となった場合に限り活動を認める。木曜日に活動を行う場合、平日の別日で休養日を設ける。(放課後大会前延長も含む)

Ⅳ．活動についての確認事項

1 特別な活動を除き、活動の優先順位は次の通りとする。
   第１位  授業・学活・清掃
   第２位  各種委員会・生徒会活動など
   第３位  部活動
※ただし、学級・学年活動、委員会活動などは原則１６：００までとし、部活動に参加できる
時間を確保する。

2 下校指導の係は、全教職員で行う。（２分前にアマリリス）
(下校のチャイムが鳴った時には生徒がいないようにする)
(解散時、顧問がついている場合は校門の外まで責任を持って送り出す)
（解散の際に顧問がつけない場合、解散方法を部員と共通理解を図る）

3 活動日は、完全下校まで顧問が校内にいて指導することを原則とする。ただし、顧問が出張などで不在の時は、他の教員の監督のもとに活動が認められる。なお、この際顧問はキャプテン、
あるいは部長に活動内容を指示しておく。校外で活動する場合は、顧問の直接指導を要する。

4 練習場所・更衣教室などの調整については、顧問会議で決定する。

5 施設や校具を使用する際は顧問が事前に管理用務員や管理職に申し出る。使用後は清掃・返却を
確実に行う。
6 活動に際して、貴重品の管理には十分注意する。

7 顧問は活動終了後、後片付けをさせ、使用教室・体育館・倉庫などの消灯、戸締まりを部員に徹底させる。定期的な清掃をお願いします。

8 他の部とのトラブルは、顧問を通じて解決する。

9 昼食等で出たゴミの後始末を確実に行う。

10 部活動の参加は、原則として１人１部活動とする。ただし、例外的なものについては、その都度
職員の理解を得るものとする。

11 マネージャーの募集は行わない。

12 校外にて活動する場合、泊を伴わない場合は１週間前、泊を伴う場合は２週間前までに必ず
校外活動届を教頭先生へ提出する。遅れた場合は、遅延届も合わせて提出すること。


Ⅴ．部活動保護者会について
  年１回以上、時期を見て行うことを原則とする。   

Ⅵ．部費について
  部費は、原則として徴収しない。やむを得ない場合に限り、部費を徴収することができる。その際、１ヶ月４００円程度とする。ただし、全国大会・近畿大会・府下大会出場により費用が多額に
かかるときは、管理職と相談する。また、年度末に必ず決算報告をする。

Ⅶ．春季大会の開会式について
  ※実施なし。

Ⅷ．本校に設置されていない部の引率について
  中体連主催の競技会へ参加を希望する生徒の引率は、教職員で協議し、可能な場合に限り参加
できる。保護者にもそのことを事前に伝える。

Ⅸ．その他
  部活動方針にそぐわない行為や違反、または問題が起こった時には、顧問会議で協議の上、顧問の責任において活動自粛処置をとる。また、顧問はその状況、処置等を職員会議に報告する。


　この規約の有効期限は、翌年度の規約案が決定するまでとする。

